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付
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申 込 先　市税務グループ
持 ち 物　通帳、通帳に使用している印鑑
　　　　　※口座振替開始は、申込みから２か月
　　　　　　後になります。
問合せ先　市税務グループ
　　　　　☎５２‐１１１１（内線２４４・２４５・２５８）
　　　　　※口座振替は（内線２４１・２４３・２５９）へ

固定資産税・都市計画税 第１期 全期
軽自動車税（種別割）全期
納期限は６月１日(月)です
～かならず納期限内に納めましょう～

納税には口座振替が便利です
　納め忘れがなく、納期ごとに金融機関やコン
ビニなどへ出かけて支払う必要がありません。
口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

口座振替申込

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
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・
募
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お
し
ら
せ

特
　
　集

高浜市役所☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0□市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
学
生
期
間
は

収
入
が
な
く
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
方
に
学
生
期
間
の
納
付
を
猶
予

す
る
制
度
で
す
。

学
生
特
例
期
間
は
、
10
年
間
以
内
で
あ

れ
ば
、
保
険
料
の
追
納
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
２
年
を
経
過
す
る
と
当
時
の

保
険
料
と
加
算
額
が
、
追
納
額
に
な
り
ま

す
。
希
望
す
る
方
は
早
め
に
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象
者
　20
歳
以
上
の
学
生
で
本
人
の
前

年
所
得
が
118
万
円
以
下
の
方

特
例
期
間
の
取
扱
い

学
生
納
付
特
例
期
間
に
障
が
い
者
に
な

っ
た
場
合
、
保
険
料
の
納
付
要
件
を
満
た

せ
ば
、
障
が
い
の
程
度
に
応
じ
て
障
害
基

礎
年
金
の
受
給
対
象
に
な
り
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
資
格
要
件
に
は
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
受
給
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
学
生
証
の
コ
ピ
ー
（
有
効
期
限
の
記
載

面
含
む
）

問
合
せ
先
　
市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　
（
内
線
216
）

６
月
１
日
㈪
は
、
自
動
車
税
種
別
割

（
旧
：
自
動
車
税
）
の
納
期
限
で
す
。
４

月
１
日
現
在
で
自
動
車
を
お
持
ち
の
方
に

対
し
、
４
月
30
日
㈭
に
県
税
事
務
所
か
ら

納
税
通
知
書
を
送
り
ま
す
の
で
、
近
く
の

県
税
事
務
所
、
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
自
動
車
税
種
別
割
を

納
め
て
く
だ
さ
い
。
納
付
場
所
は
、
納
税

通
知
書
の
裏
面
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

な
ど
を
利
用
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

ン
キ
ン
グ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
決
済

手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。
）
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
（PayB

）
で
も
納

付
い
た
だ
け
ま
す
。

な
お
、
名
義
変
更
・
廃
車
な
ど
の
手
続

き
を
ほ
か
の
方
に
依
頼
し
た
自
動
車
に
つ

い
て
、
納
税
通
知
書
が
届
い
た
場
合
は
、

そ
れ
ら
の
手
続
き
が
３
月
末
日
ま
で
に
行

わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、

依
頼
先
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
転
居
な
ど
に
よ
り
納
税
通
知
書

が
届
か
な
い
と
き
は
、
管
轄
の
県
税
事
務

所
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
西
三
河
県
税
事
務
所
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ー
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ー
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https://w
w
w
.pref.ai

chi.jp/soshiki/zeim
u

/0000051633.htm
l

問合せ先　市市民窓口グループ
　　　　　☎５２-１１１１（内線214・218）

郵便申請
のほか

ＷＥＢ申請も
できます

マイナンバーカードの申請
お済みですか?

《表面》

《裏面》

善
意
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
（
敬
称
略
）

送られてくる課税通知書を
かならず確認してください。

20 広報たかはま　R2.5.1


